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2023年4月17日

EPO支援室 弁理士 服部 克郎

－2023年3月1日、欧州特許庁（EPO）の改訂審査基準が発効。実務への影響が大きい項目を紹介する。

改訂内容

DigitalizationとPCTの規則との整合を図るため、11月１日から10－days Ruleを廃止。実務者から見ると、期間が短縮されることになる。

旧） 書類に記された日付の10日後に宛先に到達したものとみなして期間を計算する。

新） 書類に記された日付に宛先に到達したものとみなして期間の計算を行う。書類に記された日から7日を超える日に到達したことが立証された場合、7日を

超える日数と等しい日数を追加した日に期間が満了する。

１） 「10-days Ruleの廃止」 （Part D, Part E Part H） 2023年11月１日発効の規則126、127の改正に対応

欧州特許庁審査基準の改訂（2023年）
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